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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】セラミックマトリックス複合材構成要素及びセ
ラミックマトリックス複合材構成要素の製造方法の提供
。
【解決手段】複数のセラミックマトリックス複合材プラ
イ６０を互いに重ねて位置付けて、キャビティ７０を形
成するステップを含み、キャビティ７０の少なくとも一
部は、緻密化材料の溶浸を可能にするほど十分に小さい
ターミナル直径５１０を含み、複数のセラミックマトリ
ックス複合材プライ６０を緻密化して緻密体を形成し、
該緻密化により、ターミナル直径５１０を有するキャビ
ティ７０の一部が緻密化材料で充填され、緻密体内にキ
ャビティを有するセラミックマトリックス複合材構成要
素の製造方法であり、該製造法によるセラミックマトリ
ックス複合材構成要素。微密化材料がケイ素であり、タ
ーミナル直径５１０は、毛細管力により、ケイ素が吸い
込まれる直径より小さい、複合材構成要素。
【選択図】図５
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　セラミックマトリックス複合材構成要素（１０）を製造する方法（５００）であって、
　複数のセラミックマトリックス複合材プライ（６０）を互いに重ねて位置付けて、緻密
化材料の溶浸を可能にするほど十分に小さいターミナル直径（５１０）をその一部が含む
キャビティ（７０）を形成するステップと、
　前記複数のセラミックマトリックス複合材プライ（６０）を緻密化して緻密体を形成す
るステップと、
を含み、前記緻密化により、前記ターミナル直径（５１０）を有する前記キャビティ（７
０）の一部が緻密化材料で充填され、前記緻密体内に前記キャビティが存在する、方法（
５００）。
【請求項２】
　前記キャビティが、前記緻密体内に完全に密封される、請求項１に記載の方法（５００
）。
【請求項３】
　前記キャビティが、テーパー付き幾何形状を含む、請求項１に記載の方法（５００）。
【請求項４】
　前記キャビティを形成するステップが、レーザ孔加工、放電加工、カッティング及び機
械加工からなる群から選択される方法に基づいている、請求項１に記載の方法（５００）
。
【請求項５】
　前記複数のセラミックマトリックス複合材プライ（６０）を互いに重ねて位置付けて前
記キャビティ（７０）を形成するステップが、前記複数のセラミックマトリックス複合材
プライ（６０）の各々にボイド（５０２）を形成し、該ボイド（５０２）を前記それぞれ
のセラミックマトリックス複合材プライ（６０）において整列させて、前記構成要素（１
０）にキャビティ（７０）を少なくとも部分的に定めるようにするステップを含み、前記
整列が、前記複数のセラミックマトリックス複合材プライ（６０）を整列させることを含
む、請求項１に記載の方法（５００）。
【請求項６】
　前記緻密化が、溶融浸透又は化学蒸着を含む、請求項１に記載の方法（５００）。
【請求項７】
　前記キャビティの端部での前記複数のセラミックマトリックス複合材プライ（６０）の
繊維が、前記キャビティの中心軸に対して１０度よりも大きな角度を形成する、請求項１
に記載の方法（５００）。
【請求項８】
　前記緻密化材料がケイ素である、請求項１に記載の方法（５００）。
【請求項９】
　前記ターミナル直径（５１０）は、毛細管力によりケイ素が吸い込まれる直径よりも小
さい、請求項１に記載の方法（５００）。
【請求項１０】
　前記セラミックマトリックス複合材構成要素（１０）が、ライナ、ブレード、シュラウ
ド、ノズル、燃焼器、ノズル端壁、及びブレードプラットフォーム（２６）からなる群か
ら選択される、請求項１に記載の方法（５００）。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、全体的に、発電用ガスタービンに関し、より具体的には、ガスタービンの高
温ガス経路タービン構成要素のためのセラミックマトリックス複合材構成要素を形成する
方法に関する。
【背景技術】
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【０００２】
　従来の超合金材料から形成されるタービンブレード及びベーンと同様に、ＣＭＣブレー
ド及びベーンは、主として、構成要素の軽量化、遠心荷重の低減、及び作動温度の低温下
のためキャビティ及び冷却ボイド（空隙）を備えている。これらの特徴要素は、通常、取
り外し可能工具と使い捨て工具の組み合わせを用いてＣＭＣ構成要素にて形成される。金
属及びＣＭＣ高温ガス経路ハードウェアの両方を冷却するためには、冷却流要件及び熱勾
配／応力を低減する理由から、内部冷却チャンネルが有利である。
【０００３】
　炭化ケイ素（ＳｉＣ）ベースのセラミックマトリックス複合材（ＣＭＣ）材料は、ター
ビンブレード、ベーン、ノズル及びバケットなど、ガスタービンエンジンの特定の構成要
素向けの材料として提案されてきた。Ｓｉｌｉｃｏｍｐ、溶融浸透（ＭＩ）、化学蒸気浸
透（ＣＶＩ）、ポリマー膨張熱分解（ＰＩＰ）、及び酸化物／酸化物プロセスを含む、Ｓ
ｉＣベースの構成要素を製造するための様々な方法が知られている。これらの製造技法は
、互いに極めて異なるが、各々は、様々な処理段階で加熱を含むプロセスを通じてニアネ
ットシェイプ部品を生成するために、ハンドレイアップ及び治工具又はダイの使用を含む
。
【０００４】
　ＣＭＣ構成要素に内部通路又はキャビティを形成する現行の製造方法は、バーンアウト
サイクル中に内部通路から「溶出」又は除去する必要がある材料を使用している。キャビ
ティを有するＣＭＣ構成要素の形成は、プリフォームを用いることを含む、複数のステッ
プを含む。最初に、複数のセラミックプライ（その一部は、強化材料を含むことができ、
又はマトリックスが予備含浸される）が、予め定められたパターンでマンドレル又はモー
ルド上にレイアップされて、構成要素の所望の最終形状又はニアネット形状並びに所望の
機械的特性を提供するようにする。マンドレルは一般に、スズ、ビニル、又は他の溶融可
能材料のような材料から選択される。レイアッププライは、ＳｉＣのようなマトリックス
材料が予備含浸（プリプレグ）されるか、又はプライのレイアップ後にマトリックスを含
浸させることができる。マンドレルは、ＣＭＣプリフォームの緻密化の前にバーンアウト
サイクルにより除去される。バーンアウトサイクルにおいて、ＣＭＣプリフォームが反転
され、スズ、ビニル又は他の溶融可能材料のようなマンドレル形成材料は、プリフォーム
ＣＭＣの開放先端を通じて溶出されて、開放先端領域が残される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】米国特許第８，２５７，８０９号明細書
【発明の概要】
【０００６】
　１つの実施形態において、セラミックマトリックス複合材構成要素を製造する方法が開
示される。本方法は、複数のセラミックマトリックス複合材プライを互いに重ねて位置付
けて、キャビティを形成するステップを含む。キャビティの少なくとも一部は、緻密化材
料の溶浸を可能にするほど十分に小さいターミナル直径を含む。複数のセラミックマトリ
ックス複合材プライを緻密化して緻密体を形成する。緻密化により、ターミナル直径を有
するキャビティの一部が緻密化材料で充填され、緻密体内にキャビティが存在するように
なる。
【０００７】
　別の実施形態において、セラミックマトリックス複合材構成要素が開示される。セラミ
ックマトリックス複合材は、緻密体を形成する複数のセラミックマトリックス複合材プラ
イを含む。複数のセラミックマトリックス複合材プライは、緻密体内にキャビティを形成
する。キャビティの一部は、溶浸された緻密化材料を有するターミナル直径を含む。
【０００８】
　本発明の他の特徴及び利点は、例証として本発明の原理を示す添付図面を参照しながら
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、以下のより詳細な説明から明らかになるであろう。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】本開示のセラミックマトリックス複合材（ＣＭＣ）構成要素の斜視図。
【図２】本開示による、図１の方向２－２で見た断面図。
【図３】本開示による、図１の方向３－３で見た断面図。
【図４】本開示による構成要素の斜視図。
【図５】本開示の実施形態による、ＣＭＣ構成要素を形成するプロセスの概略的斜視図。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　可能な限り、図面全体を通じて同じ要素を示すために同じ参照符号が使用される。
【００１１】
　本開示の実施形態は、例えば、本明細書で開示される特徴の１又はそれ以上を含まない
概念と比較して、壁貫通熱勾配を低減する壁近傍冷却並びに高温ガス経路ハードウェアの
より効率的な冷却を可能にし、また、部品の冷却要求及び流量を軽減する能力を有するよ
り効率的な冷却を可能にする。本開示の実施形態はまた、より少ない冷却流で高いタービ
ン性能を得ることを可能にする。加えて、本開示の構成要素はより低い熱勾配を有し、結
果として、より小さな応力、長寿命、及び製品寿命コストの低減、並びにより優れた設計
の柔軟性をもたらす。本開示による方法は、低コストで複雑さが低減され、コスト及び時
間のかかる冷却チャンネルの浸出を必要としない。更に、本開示による方法は、加工処理
後に冷却チャンネルに残る残留犠牲材料のリスクがない。
【００１２】
　本発明の種々の実施形態の要素を導入する際に、冠詞「ａ」、「ａｎ」、「ｔｈｅ」、
及び「ｓａｉｄ」は、要素の１つ又はそれ以上が存在することを意味するものとする。用
語「備える」、「含む」、及び「有する」は、包括的なものであり、記載した要素以外の
付加的な要素が存在し得ることを意味する。
【００１３】
　出力を発生させるのに使用されるシステムは、限定ではないが、発電用の地上ベースの
航空機転用エンジンのようなガスタービン、蒸気タービン、及び他のタービン組立体を含
む。特定の用途において、ターボ機械（例えば、タービン、圧縮機、及びポンプ）を含む
発電システム及び他の機械は、過酷な摩耗条件に晒される構成要素を含む場合がある。例
えば、ブレード、バケット、ケーシング、ロータホイール、シャフト、シュラウド、ノズ
ル、及びその他などの特定の発電システム構成要素は、高熱及び高回転環境で作動する場
合がある。これらの構成要素は、セラミックマトリックス複合材を用いて製造され、これ
らの構成要素はまた、冷却通路を含むことができる。本開示は、冷却通路を含むセラミッ
クマトリックス複合材（ＣＭＣ）構成要素を形成する方法を提供する。本開示の例示的な
実施形態は、図１～３においてはタービンブレードとして示されているが、本開示は、例
示の構造に限定されない。
【００１４】
　図１は、限定ではないが、タービンブレード又はタービンベーンなどの構成要素１０の
斜視図である。図１は、タービンブレードを示しているが、本開示による他の好適な構成
要素には、限定ではないが、ライナ、ブレード、シュラウド、ノズル、燃焼器、ノズル端
壁、ブレードプラットフォーム、又は他の高温ガス経路構成要素が挙げられる。構成要素
１０は、好ましくは、セラミックマトリックス複合材（ＣＭＣ）材料から形成される。構
成要素１０の材料には、限定ではないが、アルミナ、ムライト、窒化ホウ素、炭化ホウ素
、サイアロン（ケイ素、アルミニウム、酸素、及び窒素）、金属間化合物、及びこれらの
組み合わせなどの酸化物ベースのＣＭＣを含む。構成要素１０の材料の好適な実施例は、
限定ではないが、ＡＮ－７２０（酸化物－酸化物ベース、カリフォルニア州Ｓａｎ　Ｄｉ
ｅｇｏ所在のＣＯＩ　Ｃｅｒａｍｉｃｓ，　Ｉｎｃ．，から入手可能）、又はハイブリッ
ド酸化物ＣＭＣ材料を含む。構成要素１０を作るのに使用される材料の好適な実施例は、
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限定ではないが、種々のバインダーと共にＳｉＣ及び炭素マトリックスが含浸されたＳｉ
Ｃ繊維を含む。構成要素１０は、高温排気ガスの流れが配向される翼形部２２を含む。翼
形部２２は、先端３０からダブテール２４まで延びる。構成要素１０は、ダブテール２４
によってタービンディスク（図示せず）に装着され、該ダブテール２４は、翼形部２２か
ら下向きに延びてタービンディスク上のスロットに係合する。プラットフォーム２６は、
翼形部２２がダブテール２４に接合される領域から横方向外向きに延びる。構成要素１０
は、図２に示すように、翼形部２２の内部に沿って延びる少なくとも１つのプレナム５０
を含む。発電システムの作動中、冷却空気の流れは、プレナム５０を通って配向されて、
翼形部２２の温度を低下させる。
【００１５】
　図２は、形成された構成要素１０の内部キャビティ７０を示す、図１の方向２－２で見
た構成要素１０の断面図である。複数のセラミックマトリックス複合材プライ６０（明確
にするために僅かな数だけが示されている）が周囲を囲んで内部キャビティ７０を形成す
る。図２に示すように、セラミックマトリックス複合材プライ６０は、セラミックマトリ
ックス複合材プライ６０内に形成され且つこれらプライ６０間に延びるキャビティ７０を
含む。また、図２で分かるように、構成要素において形成されるキャビティは、テーパー
付き幾何形状を含む。テーパー付き幾何形状は、セラミックマトリックス複合材プライの
一方端においてより大きな直径を含み、セラミックマトリックス複合材プライ６０の反対
側の端部にてより小さな直径を含む。
【００１６】
　図３は、キャビティ７０を内部に形成したセラミックマトリックス複合材プライ６０を
示す、図１の方向３－３で見た構成要素１０の断面図である。キャビティ７０は、セラミ
ックマトリックス複合材プライ６０を通って延びて、内部を通る流体の流れを可能にする
のに十分な開口を形成する。
【００１７】
　セラミックマトリックス複合材プライ６０及びキャビティ７０の配列は、概略的に示さ
れ、例示の目的で拡大されている。セラミックマトリックス複合材プライ及びボイドのサ
イズ及び幾何形状は、図１～３に示すものに限定されない。加えて、キャビティ７０は、
構成要素１０の内部にあるように図示されているが、別の実施形態では、キャビティ７０
は、プレナム５０、構成要素１０の外部にある他のキャビティ７０、又はこれらの組み合
わせに開放されて流体連通している。
【００１８】
　図４は、本開示による構成要素１０の斜視図を示し、ここでキャビティ７０は、構成要
素１０の内部に存在している。図４に示すように、構成要素１０は、キャビティ７０にお
いてキャップ又は封鎖部を形成する緻密化されたマトリックス材料４０２を含む。キャビ
ティ７０は、中空で且つ流体の流れを可能にする構成要素１０の部分と、流体の流れを阻
止又は実質的に阻止する緻密化されたマトリックス材料４０２の部分とを備えたテーパー
付き幾何形状を含む。
【００１９】
　図５は、本開示による、内部キャビティ７０（同様に図４を参照）を有するＣＭＣ構成
要素１０を形成するプロセスを概略的に示している。図５に示すように、構成要素１０は
、レイアップ技法を用いて形成される。プロセス５００は、セラミックマトリックス複合
材プライ６０を提供するステップを含む（ステップ５０１）。セラミックマトリックス複
合材プライ６０は、単一のプライ、又は積層スタックに形成された連続プライのような複
数のプライとすることができる。プライ６０の１つの実施例は、限定ではないが、例えば
、織り成りの炭素繊維、バインダー材料及びコーティングＳｉＣ繊維を含む、プリプレグ
複合材プライを含む。プライ６０用の他の好適な材料は、アルミナ、ジルコニア、チタニ
ア、マグネシウム、シリカ、ムライト、及び／又はスピネルを含有する酸化物、ケイ素、
ホウ素、及び／又はチタンを含有する炭化物、ケイ素を含有する窒化物、及びホウ素を含
む。プライ６０で使用するのに好適な他の既知の繊維は、Ｎｅｘｔｅｌ（ネクステル）、
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Ｎｉｃａｌｏｎ（ニカロン）、Ｈｉ－Ｎｉｃａｌｏｎ、Ｔｙｒａｎｎｏ、及びＳｙｌｒａ
ｍｉｃ繊維を含む。セラミックマトリックス複合材プライ６０を提供するステップの後、
セラミックマトリックス複合材プライ６０にボイド５０２が形成される（ステップ５０３
）。ボイド５０２は、ＣＭＣ材料において開口を形成するための何れかの好適な技法を用
いて形成される。ボイドの幾何形状は、冷却流を受け取るため、円形、湾曲、楕円、直線
状、又は他の好適な幾何形状を含む何れかの好適な幾何形状を含む。１つの実施形態にお
いて、ボイド５０２は直線状スロットである。好適なボイド形成技法は、セラミックマト
リックス複合材プライ６０のセラミックマトリックス複合材のレーザ孔加工、放電加工、
及びカッティング又は機械加工を含む。１つの実施形態において、ボイド５０２は、図５
に示されるように連続シート状に形成される。別の実施形態において、ボイド５０２は、
プライ６０において開口を不連続的に形成することにより形成され、縁部に沿ってカッテ
ィング又は他の方法で除去された部分を各々が有するプライ６０が組み合わされて、ボイ
ド５０２を形成する。セラミックマトリックス複合材プライ６０の各々におけるボイド５
０２は、ターミナル直径５１０が形成されたキャビティの寸法の１つに提供されるように
構成される。ターミナル直径５１０は、マトリックス材料が緻密化の間に流動して固化し
、キャビティ７０のキャップ又は封鎖部を形成できるようにする直径である。用語「ター
ミナル直径」が利用されるが、断面の直径は、特定の断面幾何形状に基づいた液圧直径で
あり、潤辺と断面積の関数であることを理解されたい。
【００２０】
　セラミックマトリックス複合材プライ６０にボイド５０２が形成された後、第１のセラ
ミックマトリックス複合材プライ５０４、５０６、及び５０８は、それぞれのセラミック
マトリックス複合材プライ６０のボイドが整列して、キャビティの少なくとも一部に沿っ
てターミナル直径をもたらす幾何形状を有するキャビティ７０を定めるように、互いに対
して位置付けられる（ステップ５０５）。整列したボイド５０２のスタックにより、キャ
ビティ７０が形成される。この整列は、ボイド５０２が、隣接するセラミックマトリック
ス複合材プライに一致する幾何形状を有して、キャビティ７０内のある点においてターミ
ナル直径５１０を含めるようにボイドの直径の調整変更を可能にするようなものである。
図５に示すように、ターミナル直径５１０は、重力方向に対してスタック５１２の底部か
ら所定距離５１５における箇所でのキャビティ７０に沿っている。本開示は、図５に示す
セラミックマトリックス複合材プライ６０の数に限定されない。セラミックマトリックス
複合材プライ６０の数は、構成要素１０の所望のサイズ及び構成に基づいて変化し、特定
的に限定されるものではない。図５には図示されていないが、１つの実施形態において、
キャビティ７０は、複数のセラミックマトリックス複合材プライ６０のスタック５１２形
成される。キャビティ７０の形成は、限定ではないが、レーザ孔加工、放電加工、及びカ
ッティング又は機械加工などの形成技法によるものとすることができる。
【００２１】
　キャビティのターミナル直径５１０は、マトリックス材料がキャビティ７０への毛細管
力に応じて移動して固化し、キャップ又は封鎖部を提供するのに十分に小さな寸法を有す
るキャビティ寸法として定義される。１つの実施形態において、ターミナル直径５１０は
、１０００分の約８０（０．０８０インチ）未満の液圧直径である。１つの実施形態にお
いて、キャビティは、１０００分の約５（０．００５インチ）～１０００分の約８０（０
．０８０インチ）、１０００分の約２０（０．０２０インチ）～１０００分の約７５（０
．０７５インチ）、又は１０００分の約３０（０．０３０インチ）～１０００分の約７０
（０．０７０インチ）の範囲である。
【００２２】
　キャビティ７０は、該キャビティを囲むセラミックマトリックス複合材プライによりス
タック５１２において形成される（ステップ５０７）。スタック５１２がオートクレーブ
に載置されて、オートクレーブサイクルが完了する（ステップ５０９）。スタック５１２
は、当該産業においてセラミック複合材材料に使用される典型的なオートクレーブ圧力及
び温度サイクルを受ける。オートクレーブは、プライに残存する何らかの揮発性物質を取
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り出し、プライ材料に応じてオートクレーブ条件を変えることができる。オートクレーブ
後、バーンアウトプロセスを実施して、スタック５１２において何らかの残留するマンド
レル材料又は追加のバインダーを除去する。バーンアウトプロセスは、一般に、約４２６
～６４８°Ｃ（約８００～１２００°Ｆ）の温度で実施される。
【００２３】
　バーンアウト後、緻密化のためプリフォーム構成要素が真空炉内に載置される（ステッ
プ５１１）。緻密化は、限定ではないが、Ｓｉｌｉｃｏｍｐ、溶融浸透（ＭＩ）、化学蒸
気浸透（ＣＶＩ）、ポリマー膨張熱分解（ＰＩＰ）、及び酸化物／酸化物プロセスを含む
、何れかの既知の緻密化技法を用いて実施される。緻密化は、ケイ素又は他の溶浸材料が
プリフォーム構成要素内に溶融浸透することを可能にするため、１２００°Ｃを超える温
度の設定大気を有する真空炉において実施することができる。図５に示すように、１つの
好適な緻密化方法は、溶融マトリックス材料がスタック５１２内に引き込まれて固化を可
能にする溶融浸透である。スタックは、マトリックス材料が緻密化されたマトリックス材
料４０２のキャップ又は封鎖部を形成することが可能となるようなキャビティ７０のター
ミナル直径５１０を含む。しかしながら、キャビティ７０の内部の中空部分５１７は、緻
密化後でも開いたまま中空であり、冷却流体の流れを可能にするのに十分である。緻密化
後、緻密化されたスタック５１２又は緻密体は、図４に示すように内部キャビティ７０を
含み、構成要素１０の少なくとも一部を形成する。
【００２４】
　１つの実施形態において、キャビティ７０の内部の中空部分５１７が構成要素１０にお
いて十分に大きく且つ開放され、冷却材又は他の流体がそこを通って配向されて構成要素
１０に冷却を提供するようになっている。しかしながら、ターミナル直径５１０を有する
セラミックマトリックス複合材プライ６０にて形成された緻密化されたマトリックス材料
４０２は、冷却材又は他の流体の流れを実質的に阻止する封鎖部を形成する。例えば、図
５に示すプロセスに従って製造されるキャビティ７０は閉鎖され、構成要素１０の内部に
ある。１つの実施形態において、構成要素１０に機械加工又は他の方法で開口が形成され
、キャビティに対して貫流を可能にする入口及び／又は出口を提供する。冷却用のキャビ
ティ７０は、送給孔及び高温ガス経路ダンプ孔のような開口を機械加工又は他の方法で構
成要素１０内に形成することによって、プレナム５０、構成要素の外部にある他のキャビ
ティ７０との間の送給及び／又は排出を可能にすることができる。
【００２５】
　別の実施形態において、キャビティ７０は、該キャビティ７０の全体又は大部分がター
ミナル直径５１０を含むように形成することができ、ここで溶融マトリックス材料５１３
の流れが促進又は強化され、緻密化中のマトリックス材料の迅速で及び／又はより均一な
分配を可能にする。
【００２６】
　１つの実施形態において、キャビティの端部における複数のセラミックマトリックス複
合材プライの繊維は、キャビティの中心軸に対して１０度よりも大きな角度を形成する。
【００２７】
　１又はそれ以上の実施形態を参照しながら本発明を説明してきたが、本発明の範囲から
逸脱することなく種々の変更を行うことができ且つ本発明の要素を均等物で置き換えるこ
とができる点は、当業者であれば理解されるであろう。加えて、本発明の本質的な範囲か
ら逸脱することなく、特定の状況又は物的事項を本発明の教示に適合するように多くの修
正を行うことができる。従って、本発明は、本発明を実施するために企図される最良の形
態として開示した特定の実施形態に限定されるものではなく、また本発明は、提出した請
求項の技術的範囲内に属する全ての実施形態を包含することになるものとする。
【００２８】
　最後に、代表的な実施態様を以下に示す。
［実施態様１］
　セラミックマトリックス複合材構成要素を製造する方法であって、
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　複数のセラミックマトリックス複合材プライを互いに重ねて位置付けて、緻密化材料の
溶浸を可能にするほど十分に小さいターミナル直径をその一部が含むキャビティを形成す
るステップと、
　上記複数のセラミックマトリックス複合材プライを緻密化して緻密体を形成するステッ
プと、
を含み、上記緻密化により、上記ターミナル直径を有する上記キャビティの一部が緻密化
材料で充填され、上記緻密体内に上記キャビティが存在する、方法。
［実施態様２］
　上記キャビティが、上記緻密体内に完全に密封される、実施態様１に記載の方法。
［実施態様３］
　上記キャビティが、テーパー付き幾何形状を含む、実施態様１に記載の方法。
［実施態様４］
　上記テーパー付き幾何形状が、上記複数のセラミックマトリックス複合材プライの少な
くとも一部の間にボイド幾何形状の差違を含む、実施態様３に記載の方法。
［実施態様５］
　上記セラミックマトリックス複合材プライが、予備含浸されたセラミックマトリックス
複合材プライである、実施態様１に記載の方法。
［実施態様６］
　上記キャビティを形成するステップが、レーザ孔加工、放電加工、カッティング及び機
械加工からなる群から選択される方法に基づいている、実施態様１に記載の方法。
［実施態様７］
　上記複数のセラミックマトリックス複合材プライを互いに重ねて位置付けて上記キャビ
ティを形成するステップが、上記複数のセラミックマトリックス複合材プライの各々にボ
イドを形成し、該ボイドを上記それぞれのセラミックマトリックス複合材プライにおいて
整列させて、上記構成要素にキャビティを少なくとも部分的に定めるようにするステップ
を含み、上記整列が、上記複数のセラミックマトリックス複合材プライを整列させること
を含む、実施態様１に記載の方法。
［実施態様８］
　上記緻密化が、溶融浸透又は化学蒸着を含む、実施態様１に記載の方法。
［実施態様９］
　上記キャビティの端部での上記複数のセラミックマトリックス複合材プライの繊維が、
上記キャビティの中心軸に対して１０度よりも大きな角度を形成する、実施態様１に記載
の方法。
［実施態様１０］
　上記緻密化材料がケイ素である、実施態様１に記載の方法。
［実施態様１１］
　上記ターミナル直径は、毛細管力によりケイ素が吸い込まれる直径よりも小さい、実施
態様１に記載の方法。
［実施態様１２］
　上記セラミックマトリックス複合材構成要素が、ライナ、ブレード、シュラウド、ノズ
ル、燃焼器、ノズル端壁、及びブレードプラットフォームからなる群から選択される、実
施態様１に記載の方法。
［実施態様１３］
　セラミックマトリックス複合材構成要素であって、
　緻密体を形成する複数のセラミックマトリックス複合材プライを備え、該複数のセラミ
ックマトリックス複合材プライが、上記緻密体内にキャビティを形成し、該キャビティの
一部が、溶浸された緻密化材料を有するターミナル直径を含む、セラミックマトリックス
複合材構成要素。
［実施態様１４］
　上記キャビティが、緻密体内に完全に密封される、実施態様８に記載のセラミックマト
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［実施態様１５］
　上記キャビティが、テーパー付き幾何形状を含む、実施態様８に記載のセラミックマト
リックス複合材構成要素。
［実施態様１６］
　上記テーパー付き幾何形状が、上記複数のセラミックマトリックス複合材プライの少な
くとも一部の間にボイド幾何形状の差違を含む、実施態様１４に記載のセラミックマトリ
ックス複合材構成要素。
［実施態様１７］
　直線状の境界が、レーザ孔加工された境界、放電加工された境界、カッティング境界及
び機械加工境界からなる群から選択された境界である、実施態様８に記載のセラミックマ
トリックス複合材構成要素。
［実施態様１８］
　高温ガス経路タービン構成要素が、ライナ、ブレード、シュラウド、ノズル、燃焼器、
ノズル端壁、及びブレードプラットフォームからなる群から選択される、実施態様８に記
載のセラミックマトリックス複合材構成要素。
［実施態様１９］
　上記キャビティの端部での上記複数のセラミックマトリックス複合材プライの繊維が、
上記キャビティの中心軸に対して１０度よりも大きな角度を形成する、実施態様８に記載
のセラミックマトリックス複合材構成要素。
［実施態様２０］
　上記ターミナル直径は、毛細管力によりケイ素が吸い込まれる直径よりも小さい、実施
態様８に記載のセラミックマトリックス複合材構成要素。
【符号の説明】
【００２９】
１０　構成要素
２２　翼形部
２４　ダブテール
２６　プラットフォーム
３０　先端
５０　Plenum
６０　セラミックマトリックス複合材プライ
７０　キャビティ
４０２　緻密化されたマトリックス材料
５００　プロセス
５０２　ボイド
５０４　セラミックマトリックス複合材プライ
５０６　セラミックマトリックス複合材プライ
５０８　セラミックマトリックス複合材プライ
５１０　ターミナル直径
５１２　スタック
５１３　溶融マトリックス材料
５１５　距離
５１７　内部中空部分
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